
都市計画決定に係る意見書の要旨 

名     称 都市計画の案の縦覧期間 広報の手段 利害関係の種別 

飯綱都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針の決定 

平成 27 年７月 23 日（木）から 

平成 27 年８月 ７日（金）まで 

県報公告 

県・町ホームページへ

の掲載 

町広報誌への掲載 

関係市町村

の住民 

その地域内に実質的な生活活動の本

拠をもつ者又は法人 

利害関係人 

区域内の土地について、所有権、借地

権を持っている者等の法律上の利害

関係を有する者のほか、その土地の周

辺の住民、決定される施設を利用しよ

うとする者 

意見書提出者 
意  見  の  要  旨 意  見  に  対  す  る  見  解 

番号 住 所 利害関係 要旨区分 

１ 飯綱町 
関係市町

村の住民 

 

その他 

１ 飯綱町の三水地区は地図の不備なところが多く、行

政にこれ以上私権の制限になる様な事は納得できな

い。町職員の能力が不十分であると思われる。特別職

の人がないようなのでその点を十分考えてほしい。 

 

１ 今回、旧三水村の行政区域全てを飯綱都市計画区域として新たに

定めますが、区域指定に係る「飯綱都市計画都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」は、「区域区分の決定の有無」、「都市計画の目

標」及び「土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する

主要な都市計画の決定の方針」を定めるものであり、直接、私権の

制限に関わるものではありません。 

なお、三水地区においては、現在、国土調査により地籍図の確定

を進めております。 

  また、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは別に、今回

の都市計画区域の指定によって新たに建築基準法の集団規定（建築

物の容積率や建蔽率、接道義務等）が適用されますが、これらにつ

きましては、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る上で必要と考

えております。 

    

  

縦覧者 ６名 縦覧の概要 

期 間：平成 27 年７月 23 日（木）～８月７日（金） 

場 所：長野県都市・まちづくり課、長野県長野建設事務所、飯綱町役場 

縦覧者：６名、意見書提出者１名 

資料２－４ 


